
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
強
化
を
求
め
る
意
見
書 

 

厚
生
労
働
省
の
調
査
で
は
、
生
活
の
苦
し
い
家
庭
で
育
つ
十
七
歳
以
下
の
子
ど
も
の
割
合
は

昭
和
六
十
年
の
一
〇
・
九
％
か
ら
徐
々
に
増
え
、
平
成
二
十
六
年
に
は
一
六
・
三
％
、
六
人
に

一
人
の
割
合
と
な
っ
て
お
り
、
ひ
と
り
親
世
帯
に
あ
っ
て
は
五
四
・
六
％
、
二
人
に
一
人
以
上

で
あ
る
。
近
年
の
不
況
も
影
響
し
、
割
合
は
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
る
と
想
像
に
難
く
な
い
。
貧

困
と
低
学
力
と
の
因
果
関
係
は
、
統
計
的
に
否
定
で
き
ず
、
子
ど
も
の
貧
困
を
放
置
す
る
こ
と

は
貧
困
の
世
代
間
連
鎖
を
放
置
す
る
こ
と
と
な
る
。 

 

文
部
科
学
省
の
中
央
教
育
審
議
会
に
よ
る
と
、
憲
法
第
二
十
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
義
務

教
育
の
無
償
と
は
、
必
要
な
経
費
を
保
護
者
か
ら
徴
収
せ
ず
、
そ
の
経
費
は
国
ま
た
は
地
方
自

治
体
が
負
担
す
べ
き
と
あ
る
。
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
で
は
、
国
に
は
子

ど
も
の
貧
困
対
策
を
実
施
す
る
責
務
が
あ
る
と
明
記
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
子
ど
も
が
将
来
に

希
望
を
持
ち
、
平
等
に
教
育
の
機
会
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
、
法
の
実
効
性
を
ど
の
よ
う
に
確
保

し
て
い
く
か
が
重
要
と
な
る
。 

 

今
後
、
行
政
の
ほ
か
、
学
校
や
地
域
は
、
子
ど
も
が
貧
困
に
な
る
不
利
益
を
で
き
る
限
り
被

る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
貧
困
の
防
止
・
早
期
支
援
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

周
囲
か
ら
孤
立
し
て
い
る
子
ど
も
や
学
力
低
下
に
陥
っ
て
い
る
子
ど
も
を
発
見
し
、
学
資
援
助

や
就
学
援
助
の
拡
充
、
新
た
な
国
庫
補
助
の
創
設
な
ど
、
公
的
教
育
支
援
を
強
化
し
て
い
く
べ

き
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
を
一
層
強
化
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。 

 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。 
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